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「本丸搦手馬出周辺石垣」の修復について 
 

１．本丸搦手馬出周辺石垣の修復状況 

特別史跡名古屋城跡では昭和 45 年(1970 年)より城内の石垣を順次修復している。(資料 1-2） 

本丸搦手馬出石垣は下図右のように大きく孕み出して危険な状態であったため、平成 14

年(2002 年)に解体修理事業に着手し平成 30 年(2018 年)に解体を概ね完了した。（資料 1-3） 

当初は本丸東側内堀石垣の搦手馬出側（資料 1-4、Ｎｏ９石垣）についても解体修理を行う方針

であった。しかし近年、他城郭等で解体を行わずに石垣を安定化する事例も見られるため、

方針について今後再検討する予定としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．修復の基本方針 

・孕み出す以前の姿に戻す（天和期(1681 年～1684 年)の修理後の姿を想定） 

・解体に際して行った調査の成果をできる限り反映させる 

・石垣の安定性、安全性を重視して積み直す 

・石材はできる限り再利用する 

 

３．孕み出し原因の推定 

解体時の調査等から、孕み出しに影響したのは軟弱地盤、傾斜硬化面※及び逆石状の石材

の３つが主要因であると推定し、その経過について資料 1-5のようにステップ分けして整理

した。 

※慶長期と天和期の盛土境を浸透水が流れることにより、化学成分が溶脱し硬化した面。 

 

４．石垣積直しの主な方針 

石垣構造の検討 

主な検討項目と、それぞれの検討状況を次の（１）～（８）に示す。（資料 1-6） 

（１）根石部の安定化 

平成２９年度(2018 年度)までに根石部前面に敷石と松杭を貫で一体化させる枠工を行

い、地盤の強化を図った。 

東面解体前写真・断面 

孕み出し部分 

◇　[石垣解体面積]　１５５７．８ｍ2
◇　[解体石材数]　　　４３９３　個

合計

年 度 地 点 施 行 面 積 等

�名古屋城本丸搦手馬出周辺石垣修復工事の経過

平成29年度
（2017年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣
□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　　　　 ０　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　 　　 ０　個

平成30年度
（2018年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣
□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　　　 ７０　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　　１９０　個

平成27年度

（2015年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣

□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　　　　 ０　ｍ2

◇　[解体石材数]　　　　  　０　個

平成28年度
（2016年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣
□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　    　 ０　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　 　 　０　個

平成25年度
（2013年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣
□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　１００．４　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　 ２８０　個

平成26年度
（2014年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣
□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　　　　 ０　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　 　 　０　個

平成23年度

(2011年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣

□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　１４６．７　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　　 ４50　個
　　　（うち暗渠石組底石等　31個）

平成24年度
（2012年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣
□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　１１２．６  ｍ2
◇　[解体石材数]　　　 ３３８　個

平成21年度
(2009年度）

○　本丸搦手馬出東面・北面石垣
□　№1･2石垣

◇　[石垣解体面積]　１９４．２　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　　 ５９２　個
　　　（うち暗渠石組葢石・側石　37

平成22年度
(2010年度）

○　本丸搦手馬出東面石垣
□　№1石垣

◇　[石垣解体面積]　１８９．４　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　　 ５２０　個

平成19年度
(2007年度）

○　北東櫓台周辺
□　№1・2・3･4石垣

◇　[石垣解体面積]　１４４．０　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　　 ４０７　個

平成20年度
(2008年度）

○　本丸搦手馬出東面石垣
□　№1石垣

◇　[石垣解体面積]　１７０．７　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　　 ５１７　個

平成17年度
(2005年度）

○　元御舂屋門北側枡形周辺
□　№７･8･9･10石垣

◇　[石垣解体面積]　　８７．８　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　　 ３２３　個

平成18年度

(2006年度）

○　北東櫓台周辺

□　№1・2・3･4石垣

◇　[石垣解体面積]　１７１．２　ｍ2

◇　[解体石材数]　　　　 ３００　個

平成15年度
(2003年度）

○　本丸搦手馬出内各所
□　測量・発掘調査のみ実施

―

平成16年度
(2004年度）

○　境門東側枡形周辺
□　北面（№2）・№5･6石垣

◇　[石垣解体面積]　１７１．２　ｍ2
◇　[解体石材数]　　　　 ４７６　個

年 度 地 点 施 行 面 積 等

平成14年度

(2002年度）

○　本丸搦手馬出周辺

□　平面図・立面図作成
―

解体完了写真 

（２）背面盛土の安定化 

修復後の背面盛土について速やかに強度を上げ安全性を担保するために、盛土材への

石灰混合や良質土への置き換え等を検討している。 

 

（３）表層改良・表層排水 

雨水等の浸透を抑制するために石垣上面の排水強化を検討している。 

 

（４）（５）水平排水層・吸出防止層 

傾斜硬化面への浸透水の到達を抑止するための砂質排水層、及び、栗石層への細粒分

の流出を防止するためのフィルター層について設置を検討している。 

 

（６）傾斜硬化面の措置 

慶長期盛土の一部の可能性があることから残置する方針だが、上記の排水層や盛土材

の改良を行った上で、なお安定性が懸念される場合には段切りなど、傾斜硬化面の一部

撤去措置も視野に入れて検討する。 

 

（７）慶長期石垣と天和期石垣の接点の安定化 

慶長期と天和期の接点に存在している逆石状の石材については、角度を補正すること

を試みる。しかし、補正不可の場合には新補石材に置き換える。（資料 1-7 工法 3） 

 

（８）栗石層の安定化 

地震時に幅の広い栗石層が不安定となり崩壊につながる可能性があるため、栗石密度

を向上させるとともに、FEM など工学的解析を用いて栗石層の最適な幅を検討する。そ

れでも安全性が懸念される場合は現代工法の採用も視野に入れて検討する。 

 

修復勾配の検討 

孕みの生じていない健全とみられる部分の勾配を東面、北面にてそれぞれ抽出し、これを

基準断面として修復勾配の設定を行う。（資料 1-8、資料 1-9） 

 

石材再利用方針 

石材再利用判定フロー（資料 1-10）に基づき、再利用判定を行った。（結果は資料 1-11、資料 1-

12）判定に基づき、再利用不可の石材は新補石材に交換し、補修可能と判断した石材は補修

して再利用する。 

 

５．今後のスケジュール 

今年度中に当初計画の計画変更を文化庁へ届出し、来年度に設計、再来年度からの本格的

な積直し着手を目指している。（資料 1-13） 

資料 1-1



資料 1-2

石垣の修復履歴





資料 1-4

石垣位置図及び事業範囲図



〇本丸搦手馬出石垣の変状メカニズム（推定）

ステップ③

ステップ⑤ ステップ⑥

石垣構築後、軟弱地盤の影響により石垣及び背面盛土が沈下を起こした。
１６８２年（天和２年）までに積み直しの必要が生じたことから、慶⾧期の根石部を

残して解体された。

ステップ①

ステップ④

ステップ②

１６１２年（慶⾧１７年）に石垣が構築された。

積み直しにあたり、残置した部分に接合するため、一部の築石を加工した。 傾斜硬化面からの浸透水に起因する土圧の集中のため、孕み出しが生じた。
孕み出しにより上の築石が迫り出したことで、加工した石が前拝みに回転し逆石状と

なった。それにより更に孕み出しが大きくなり石のずれまでもが生じた。

※石垣の根石部は軟弱地盤であるため

何らかの沈下を起こしたと推定され

るが、根石調査時には著しい損傷は

認められていない。例えば、孕み出

し範囲付近のまとまった部分が徐々

に沈下したため根石に目立った損傷

が生じなかった可能性がある。

※この時ステップ②の変状により

根石部が立った状態のまま残置

されたと推定。

資料 1-5

変状メカニズムの推定



水面

慶⾧の根石

軟弱地盤

天和の積直し

堀底

枠工の高さ

栗石層

（2）背面盛土の安定化

(６)傾斜硬化面の措置

（４）水平排水層

背面から検出
された石材

（３）表層改良・表層排水

（５）吸出防止層

（７）慶⾧と天和の接点の安定化

(８)栗石層の安定化

※真砂土舗装等浸透しにくい構造を検討。

※修復後盛土の強度を速やかに確保。

※浸透水の傾斜硬化面への流入を抑止。

※解析結果等によっては一部撤去を検討。

※細粒分の流出防止。

※地震時の安定性を高める構造を検討。

(１)根石部の安定化

※枠工を設置済。

※逆石状となっている石材について角度補正を試行。

資料 1-6

石垣構造の安定化イメージ



〇慶⾧期石垣と天和期石垣の接点における安定化工法

工法 1 2 3 4 5

所

見

・石垣全体の安定化が図れない。

・孕みの原因を残すこととなり、解体修

理を行ったことと整合しない。

・安定性とが両立させられるものの景観

が大きく変化する。

・沈下、回転などの他の問題が生じる可

能性がある。

・解体修理を行ったことと整合しない。

短

所

・逆石がそのままの状態となるため、安

定性や耐久性の面で非常に不安である。

・石垣全体を安定させようとすると、巾

木石垣及びふとん籠による対策が大規模

となる可能性がある。

・対策が大規模になると、景観が変化す

ることとなる。

・対策として行った巾木石垣及びふとん

籠自体が沈下する可能性がある。

・拝む方向に回転するような変状に対し

ては効果が限られる。

・巾木石垣を設置すると犬走りのような

構造ができるため曲輪が変化したように

見える。

概

要

・慶⾧の石垣及び逆石の現状を維持した

まま天和期の石垣を復元する。

⾧

所

・天和期に逆石状態で積みあげられた築

石について、その状態を残すことができ

る。

・天和期に逆石状態で積み上げられた築

石について、その状態を残すことができ

る。

・Ａ案と比較して安定性を確保できる。

・慶⾧期石垣の保護が可能である。

・天和期石垣は当初勾配に復元し、安定

させることが可能。

・逆石を全て新補石材とすることにより

安定性の向上を図ることができる。

イ

メ

ー

ジ

図

・慶⾧の石垣及び逆石の現状を維持した

まま前面に捨石・ふとんかごを設置して

石垣を覆うことで安定化を図る。

・慶⾧期石垣の現状を維持したまま、逆

石を全て新補石材とし、孕み出し前の勾

配に復元する。

・築城期の石垣を一部とはいえ解体する

ことになる。

・枠工を一時的に取外す必要がある。

・解体に伴い水堀部を掘削するため施工

に大規模な仮設が必要になるとともに解

体及び掘削にはかなりの時間を要する。

・慶⾧期石垣の保存が可能であり、全体

の安定化を図ることができるものの、天

和期の真正性が失われる。

・根石部の慶⾧期石垣についても安定が

確保できるよう解体修理を行い、孕み出

し前の勾配に復元する。

・慶⾧期石垣の保護が可能である。

・天和期石垣の修復勾配を維持し安定さ

せることが可能。

・石垣を安定した構造物とできるもの

の、慶⾧期の石垣は記録保存となる。

・慶⾧期の石垣を残すために枠工を行っ

たことと整合しない。

・推定天和期の形状を一部残しながら石

垣全体の安定化を図るとともに、慶⾧期

石垣の保存が可能となる。

・石垣を構造物として捉えた場合、最も

安定したものとなる。

・慶⾧期石垣の現状を維持したまま逆石

の角度補正等を行う。（角度補正が不可

の場合は新補石材とする）

・天和期に逆石状態で積み上げられた築

石は記録保存となる。

・逆石の一部を新補石材に差替えること

により、部分的であるが天和期に積み上

げられた逆石は記録保存となる。

資料 1-7

接点の安定化に対する比較検討



資料 1-8

修復勾配計画図（東面）



資料 1-9

修復勾配計画図（北面）



元位置での使用に
耐えられる

補修して
元位置での使用に

耐えられる

補修した上で
石材の向きを

変えるなどで石
垣の安定性が
保たれる

同じ石垣面等で

築石として使用できる

元位置で再利用

いいえ

はい

いいえ

はい

はい

転用して別位置で再利用を検討

（新補石材への交換が必要であ

るが、向きを変えるなどして築石
として利用可能）

同じ石垣面で再使用不可
a加工せずに間詰、裏込めとして再使用
b加工して間詰、裏込めとして再使用
c保管して展示品等として使用

d保管し、他の石垣面で築石として使用
e保管し、再利用方法を検討する（園路整
備など）

いいえ

はい

いいえ

石材再利用判定フロー

A B C

D E

次ページ立面図の着色 A：無色

B1：橙色

B1：軽微な損傷（荷重を負担する機能に問題なし）

B2：重大な損傷（荷重を負担する機能に問題あり）

B2：黄色

C：緑色

D：濃紺

E：赤色
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石材再利用判定フロー
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石材再利用判定結果（東面）



資料 1-12

石材再利用判定結果（北面）



〇本丸搦手馬出周辺石垣修復の想定スケジュール

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

(2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028)

※「当初予定」は平成２４年度包括現状変更許可取得時のもの

〇当初予定

 当初は本丸搦手馬出は平成26年度(2014)までに解体し、平成29年度(2017)までに積直す予定であった。Ｎｏ９石垣は平成31年度(2019)までに解体し、令和2年度(2020)に積直す予定で

あった。

〇スケジュール変更について

 地盤の弱点を補強するための調査及び対策に４年間、接点の安定化を始めとした各種対策の検討に2年程度の時間がかかっており、今後、接点の安定化を始めとした安全性、安定性に

配慮した積直し作業を行うとなることから設計及び積直しに計2年程度延⾧して実施する計画としている。

〇今後のスケジュールについて

 本丸搦手馬出石垣は来年度(令和3年度 (2021))に設計、再来年度(令和4年度(2022))から本格的な積直し着手を目指している。積直しは令和7年度(2025)完了予定である。

 Ｎｏ９石垣は解体修理を前提とした計画であったが、他城郭では解体を行わずに安定化する対策を行っている事例もあることから、改めて本石垣についてもより影響の少ない方法につ

いて検討する必要があると考えている。改めて現状の分析と対応を検討する必要があるため、搦手馬出と分割し別途検討することとしたい。

R3

(2021)

当

初

予

定

本

丸

搦

手

馬

出

調査 調査 解体 解体 解体 解体 解体解体 解体 解体 解体 解体 解体

積直 積直

№

９

石

垣

積直

解体 解体

実

績

と

今

後

の

計

画

本

丸

搦

手

馬

出

調査 調査 解体 解体 解体 解体

積直

調査 調査 対策 対策 解体解体 解体 解体

計画

解体 解体 解体

積直

№

９

石

垣

計画
設

計

積

直
積直 積直 積直

計画 設計

対策 対策
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整備の全体計画
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2020

6 18

31 6 22

2020

8 24
28

2020

9 25

2020

10 20

34 10 22


